
 

小田原市要綱第88号 

城址公園のこども遊園地の在り方に関する懇談会設置要綱を次のように定める。 

 

令和７年７月16日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

城址公園のこども遊園地の在り方に関する懇談会設置要綱 

（設置） 

第１条 城址公園のこども遊園地の在り方を検討するに当たり、観光行政又は城址公園

内の施設の運営等に携わる者との意見交換を行うため、城址公園のこども遊園地の在

り方に関する懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

（構成員） 

第２条 懇談会は、次に掲げる者により構成する。 

(1) 城址公園内の施設の運営等に携わる者 

(2) 神奈川県の職員 

(3) 経済部観光課の職員 

(4) 経済部小田原城総合管理事務所の職員 

(5) 文化部文化財課の職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（会議） 

第３条 懇談会の会議は、経済部小田原城総合管理事務所長が開催する。 

２ 懇談会の進行は、小田原城総合管理事務所長が行う。 

３ 懇談会は、必要に応じ、その会議に構成員以外の関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

（会議及び資料等の公開） 

第４条 懇談会の会議及び資料等は、原則として公開する。ただし、小田原市情報公開 

条例（平成１４年小田原市条例第３２号）第２４条各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

（秘密の保持） 



 

第５条 構成員及び会議に出席した者は、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（庶務） 

第６条 懇談会の事務は、経済部小田原城総合管理事務所において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営等に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 


